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検討会議の位置づけ

検討会議開催の目的

複数の怪我が報告された皿倉山滑り台における一連の経緯を確認し、今後のあり方等を検
討することを目的とする。

検討会議構成員

現職 氏名

ＺＥＮ大学副学長・教授 ほか
上山 信一
（座長）

平和通り法律事務所 小鉢 由美

明治学園中学校・高等学校校長 髙橋 英樹

北九州市立八幡病院副院長（整形外科） 岡部 聡

現職 氏名

九州共立大学スポーツ学部講師 中村 有希

(一社)日本公園施設業協会理事 石拔 博史

アドバイザー
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Ⅰ 基礎事実の確認
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（１）皿倉山滑り台完成からの出来事

日付 内容
利用者

（通報者）
施設所管課
都市整備局

施設所管課
八幡東区役所

情報公開 備考

3月21日滑り台設置 工事完了

4月22日着地点整備 現地完成

4月24日 プレ撮影会（夜間）実施
■情報公開
供用開始（都市整備局）

4月25日

完成式典 オープニングイベント開催

利用開始 利用開始
※写真1
（P1３～P1４）

八幡東区役所職員（参考）の前に別の
職員が滑ったが、足で着地できる状況
でなく、マットの上に尻もちをついた

※４月２８日に怪我発
生情報が来る

八幡東区役所職員
（参考）

４０代男性

オープニングイベント時に滑りにくい
との参加者の声を受け、八幡東区職
員がスピードの出具合を確認するた
め足でブレーキをかけず試験滑走。着
地時に足を負傷

4月２８日
通報
（内部報告）

八幡東区役所職員（参考）の怪我報告
を受ける

４月３０日

通報
（内部報告）

巡視員から「滑ってみたらマットをは
み出て着地し、危ないと感じた。マット
の先がえぐれている」との報告あり

内部協議 マットの増設や遊具の改良について協議
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①皿倉山滑り台の設置から利用停止まで



日付 内容
利用者

（通報者）
施設所管課
都市整備局

施設所管課
八幡東区役所

情報公開 備考

５月１日

通報

別件で皿倉山に来ていた緊急工事業
者から、「若い人が滑っていて前の柵
にあたりそうな勢い」との報告あり

内部協議 マットの増設について協議

５月２日

愛知県の滑り台怪我発生事案に関す
るWEB記事を課内で供覧

内部協議 注意看板の設置、及び対象年齢以外の人の取扱いについて協議

5月5日

※６月２6日に怪我発
生通報が来る

怪我申告者③
2歳男児

（保護者より通報）

※怪我発生から５２日後に連
絡あり

※７月2日に怪我発生
情報が来る

怪我申告者⑦
３０代女性

※怪我発生から５８日後に連
絡あり

5月8日

※７月４日に怪我発生
情報が来る

怪我申告者⑨
４０代女性

※怪我発生から５７日後に連
絡あり

内部協議 着地部のゴムマット追加設置およびゴムマットの手配について協議

５月９日施設整備
業者からゴムマットの手配が可能と連
絡あり

5月10日

※７月3日に怪我発生
情報が来る

怪我申告者⑧
６０代男性

※怪我発生から５４日後に連
絡あり

施設整備
ラミネートの注意看板を自前で作成
（記載内容はWEBを参考）

5月11日施設整備

■注意看板を増設
第20回皿倉山健康ウォークの開催に
あたり、多くの市民が来場する見込み
であったことから、開催日に合わせて
「足の裏でスピードを落としましょう」
と記載の注意看板を設置

※写真２（P１５）

5月12日施設整備 マットの手配が可能となったため、着地マットの増設を業者に指示
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日付 内容
利用者

（通報者）
施設所管課
都市整備局

施設所管課
八幡東区役所

情報公開 備考

5月14日現地確認
設計担当者とまちづくり整備課担当者で立会
※大人含む10名程度滑走確認、問題なし

5月18日
※６月２３日に怪我発
生情報が来る

怪我申告者②
７０代男性

（知人より通報）

※怪我発生３６日後に連絡あ
り

５月２６日

通報
（内部報告）

巡視員から「滑りが悪くなっているの
で磨いた方がよいのではないか」
との報告あり

施設整備
■注意看板を増設
年齢制限の表示をさらに追加強調す
るための措置

※写真３（P１５）

5月27日施設整備 ■着地部にゴムマット2枚を追加設置 ※写真４（P１６）

5月28日
※６月２日に怪我発生
情報が来る

怪我申告者①
台湾人３０代女性
（知人より通報）

※怪我発生から５日後に連絡
あり

5月29日
※６月１０日に怪我発
生情報が来る

怪我申告者⑥
５０代女性

（知人・本人より通報）

※怪我発生から１２日後に知
人から、３３日後に本人から連
絡あり

5月30日
※６月３０日に怪我発
生情報が来る

怪我申告者④
６０代男性

※怪我発生から３１日後に連
絡あり

6月2日

通報
皿倉登山鉄道

■皿倉登山鉄道から怪我申告者①対応報告
遊戯中に怪我（骨折）したため、緊急搬送した
外国人であったため、言葉が全く通じず発生原因の聞き取り不可（怪我発生
５/28 19：30頃。緊急搬送20：17頃）

通報
怪我申告者①

台湾人30代女性
（知人より通報）

怪我申告者①の知人から「市民のこえ」による通報あり

施設整備
緊急工事事業者に利用停止の作業を
指示
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（注）怪我申告者⑤/年齢不詳男性：6月（発生日時不明）に怪我発生した旨の情報提供が７月１日に妻よりあった。



日付 内容
利用者

（通報者）
施設所管課
都市整備局

施設所管課
八幡東区役所

情報公開 備考

6月3日利用停止 滑り台利用停止（措置開始）
滑り台の使用停止をSNSで告知（八
幡東区役所）

※写真５
（P１６～P1７）

6月5日現地確認 区長区次長現地確認

6月10日通報
怪我申告者⑥
（知人より通報）

本人以外の通報者から電話で通報あ
り

※怪我発生日
（５月２９日）

6月20日
区HPに使用停止告知（八幡東区役
所）

6月23日

新聞１社取材対応

通報
怪我申告者②
（知人より通報）

本人以外の通報者から対面で通報あ
り

※怪我発生日
（５月１８日）

6月24日
新聞１社取材対応
市HPに使用停止告知（都市整備局）

6月25日 テレビ５社、新聞２社取材対応

6月26日
通報

怪我申告者③
（保護者より通報）

本人以外の通報者から電話で通報あ
り

※怪我発生日
（５月５日）

6月27日

■報道発表（記者レク）
３件（怪我申告者②、③、八幡東区役
所職員の事案）の情報を追加発表（都
市整備局）

６月３０日通報 怪我申告者④ 本人から電話で通報あり
※怪我発生日
（５月３０日）
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②皿倉山滑り台の利用中止から再開まで



日付 内容
利用者

（通報者）
施設所管課
都市整備局

施設所管課
八幡東区役所

情報公開 備考

7月1日

通報 怪我申告者⑥ 本人から電話で通報あり
※怪我発生日
（５月２９日）

通報 怪我申告者⑤ 本人からメールで通報あり
※怪我発生日
（不明）

7月2日

■情報公開
３件（怪我申告者④、⑤、⑥の事案）の
情報と市長現地視察を情報公開（都市
整備局）

通報 怪我申告者⑦ 本人からメールで通報あり
※怪我発生日
（５月５日）

7月3日

現地視察 市長現地視察対応 市長現地視察

通報 怪我申告者⑧ 本人から電話で通報あり
※怪我発生日
（５月１０日）

■情報公開
２件（怪我申告者⑦、⑧の事案）の情報
を追加発表（都市整備局）

7月4日

通報 怪我申告者⑨ 本人から電話で通報あり
※怪我発生日
（５月８日）

■市長定例会見
今後の対策方針発表

■情報公開
１件（怪我申告者⑨の事案）の情報を
追加発表（都市整備局）

７月１０日

■常任委員会報告
これまでの経緯と検討の方向性につ
いて報告
■市長定例会見
皿倉山の滑り台の対応について会見
（滑り台サポーター配置、時間と対象
年齢を限定し利用を再開）
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日付 内容
利用者

（通報者）
施設所管課
都市整備局

施設所管課
八幡東区役所

情報公開 備考

7月15日

医師Aへの参考意見
聴取

施設整備
■再開準備
着地部にゴムチップ舗装を業者に指
示

7月16日
医師Bへの参考意見
聴取

7月17日

現地確認

■再開準備
滑り台の清掃、看板の設置位置確認、
スタッフの休憩場所の確認

施設整備

■再開準備
着地部にゴムチップ舗装施工(再開準
備)

■再開準備
着地部にゴムチップ舗装施工(再開準
備)

※写真６（P1７）

7月18日

■情報公開
利用再開を公表（都市整備局）

施設整備
■再開準備
注意看板（３枚）を増設

※写真７（P1８）

7月19日利用再開

利用再開（１０時～）
■対策
・注意看板の設置（３枚増設）
・「滑り台サポーター」の配置
・着地点のマット改良
■利用条件
利用時間：10時～１８時
利用制限：６歳～12歳

※10月26日までに
合計1,664人が滑走

7月25日
■情報公開
夏休み中の利用休止日について発表
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日付 内容
利用者

（通報者）
施設所管課
都市整備局

施設所管課
八幡東区役所

情報公開 備考

8月7日

■常任委員会報告
再開後の利用状況、今後の方向性
等について報告

8月22日
■情報公開
夏休み後の利用について発表

8月24日施設整備 ■多言語注意喚起ラミネート板設置 ※写真８（P19）
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（２）現地の注意表示の看板などの写真集

①４月２５日 滑り台供用開始（※写真１）
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①４月２５日 滑り台供用開始（※写真１）



③５月２６日 注意看板を増設（※写真３）

②５月１１日 注意看板を増設（※写真２）
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⑤６月３日 利用停止措置 開始（※写真５）
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④５月２７日 着地部にゴムマット２枚追加設置（※写真４）

施工前
（4/25～5/26）

マットの仕様
・縦 1,000㎜

横 1,000㎜
厚さ 50㎜

・素材
リサイクルゴム

施工後
（5/27～7/16）
マットの仕様
・縦 3,000㎜

横 1,000㎜
厚さ 50㎜

・素材
リサイクルゴム



⑦７月１７日 着地部にゴムチップ舗装施工（※写真６）
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ゴムチップ舗装
・縦 3,000㎜

横 1,000㎜
厚さ 100㎜

・素材
リサイクルゴム

施工後
（7/17～）

⑥６月３日 利用停止措置 開始（※写真５）



⑧７月１８日 注意看板（３枚）を増設（※写真７）
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多言語注意喚起ラミネート板設置（※写真８）

※利用時間や正しい滑り方、禁止事項等を４か国語（日・英・中・韓）で表記

⑨８月２４日
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